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垂水中央東地区市街地再開発組合 

個人情報取り扱い方針 
 

この文書は「個人情報の保護に関する法律」第 1 条の目的に鑑み、個人情報を取り扱う事業者として、そ

の方針をまとめたものです。この文書は、再開発組合事務所に備え付け、組合員等関係権利者に開示しま

す。 

 

 

１. 個人情報の使用目的 

当再開発組合がその対象地域ですすめる市街地再開発事業の推進（事業計画案・権利変換計画案等検

討のための基礎データ、行政への認可申請等にかかる同意・合意形成のための連絡・報告・周知など）

のために使用するものであり、その他の目的には一切使用しない。 

２. 個人情報の取得 

上記目的で取得する個人情報は、登記簿など法令に基づき公開されているもの以外は、基本的に書面

または口頭で地権者本人から直接取得するものとする。 

３. 組織的安全管理措置 

この取り扱い方針に基づき、個人情報の安全な管理を行う。管理責任者は理事長とし、理事長の指揮

のもと事務局員が個人情報の管理作業を行う。また理事長は、個人情報の管理状況について定期的に

確認を行い、必要がある場合は事務局員に適切な指示を行う。 

４. 物理的安全管理措置 

紙媒体の個人情報（名簿、建物調書、登記事項他）は鍵のかかるロッカーに保管する。電子情報は組

合のサーバーにパスワードを付して保管し、サーバーにアクセスできるパーソナルコンピュータはウ

イルス対策ソフトで保護する。 

５. 本人以外への個人情報の提供 

当再開発組合は、事業推進のため必要のある場合に限り、関係諸官庁または業務委託先に個人情報を

提供することができるものとする。 

６. 業務委託先の個人情報の取り扱い措置 

業務委託先に個人情報を提供する場合、業務の目的、個人情報の取り扱いについて説明し、業務委託

先にも個人情報の安全管理を徹底させる。 

７. 情報提供・情報入手に関する記録 

本人以外に個人情報を提供した場合は相手方や情報提供年月日を記録する。業務委託先は契約に基づ

き個人面談等で個人情報を入手した場合は、必ず当再開発組合にその内容を報告しなければならない。 

８. 開示請求に対する対応 

本人から個人情報の開示を求められた場合、当再開発組合は応じなければならない。また収集した情

報に関し、本人から修正の要求があった場合は、調査の上、必要な修正を行う。情報の開示、修正要

求に関しては、理事長の指示を受け事務局員がこれを行う。 

以 上 


